
（提出先）足立区長                             

    

 令和５ 年度 特別区民税・都民税 

       特定配当等・特定株式等譲渡所得金額申告書     

＜提出年月日 令和６ 年  ３ 月 ２ 日 ＞ 

１月１日現在 

の住所 

足立区 

中央本町１－１７－１ 
電話番号 03-○○○○-○○○○ 

現住所 □上記と同じ 生年月日 昭和５０ 年 ４ 月 １ 日 

フリガナ アダチク ゼイム 

個人番号 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ ０ １ ２  

氏  名 足立区 税務 
  

この申告書は、令和４年分以前の所得税の確定申告において総合課税又は申告分離課税を選択した上場株式等

に係る配当所得等及び特定株式等譲渡所得について、令和５年度以前の特別区民税・都民税（住民税）において

は異なる課税方法を選択する場合に提出するものです。 

確定申告書第二表の「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄に○をしたかたは、住民税にお

いて、「すべて申告不要」を選択したこととなりますので、この申告書を提出する必要はありません。 

 住民税において、所得税と異なる課税方法を選択する場合は１の各項目を記入し、申告不要を選択した、また

は前年以前に申告不要を選択したことにより、上場株式等に係る譲渡損失の繰越損失額が住民税と所得税で異な

る場合は、２の各項目を記入の上、添付書類と一緒に提出してください。 

 この申告書は、住民税の納税通知書が送達される前までに提出されたものが有効になります。 

 

１ 
所得税で申告した上場株式等に係る配当所得等及び特定株式等譲渡所得の課税方法について、住民

税では次のとおり選択します（該当する項目に☑してください）。 

 □ すべて申告不要（＝申告しないこと）を選択します。 

□ 住民税においては、以下の内訳のとおり申告します。 

    住民税の課税方法 所 得 額 
配当割額控除額・ 

株式等譲渡所得割額控除額 

上場株式等の 

配当所得等 

申告不要 円  

総合課税 円 円 

申告分離課税 円 円 

特定株式等 

譲渡所得 

申告不要 円  

申告分離課税 円 円 

 

２ 

住民税で申告不要を選択した、または前年以前に申告不要を選択したことにより、所得税と住民税

で繰越損失額が異なるため、住民税の繰越損失額（本年度から差し引く繰越損失額及び翌年度以降へ

繰り越す損失額）を、次のとおり申告します。 

   
 

上場株式等の配当所得等 本年度から差し引く繰越損失額 円 

上場株式等の譲渡所得等 
本年度から差し引く繰越損失額 円 

翌年度以降に繰り越される損失額 円 

《職員記入欄》 ※以下の欄は記入しないでください。 

  １ 申告選択  □不要 □申告  ◎ 提出資料 □確申控 □計算明細書 □確申付表 □取引報告書等 

  ２ 繰越損失  □あり □なし         □身元確認 □番号確認 □その他（            ） 

 

 
整理番号        － 

第６号の２様式 

【記載例１】 

 上場株式等の配当所得等・特定株式等譲渡所得（所得税 １５．３１５％ 住民税 ５％徴収済）

は、総合課税又は分離課税で確定申告をして、住民税は申告不要を選択する場合 



（提出先）足立区長                             

    

 令和５ 年度 特別区民税・都民税 

       特定配当等・特定株式等譲渡所得金額申告書     

＜提出年月日 令和６ 年  ３ 月 ２ 日 ＞ 

１月１日現在 

の住所 

足立区 

中央本町１－１７－１ 
電話番号 03-○○○○-○○○○ 

現住所 □上記と同じ 生年月日 昭和５０ 年 ４ 月 １ 日 

フリガナ アダチク ゼイム 

個人番号 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ ０ １ ２  

氏  名 足立区 税務 
  

この申告書は、令和４年分以前の所得税の確定申告において総合課税又は申告分離課税を選択した上場株式等

に係る配当所得等及び特定株式等譲渡所得について、令和５年度以前の特別区民税・都民税（住民税）において

は異なる課税方法を選択する場合に提出するものです。 

確定申告書第二表の「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄に○をしたかたは、住民税にお

いて、「すべて申告不要」を選択したこととなりますので、この申告書を提出する必要はありません。 

 住民税において、所得税と異なる課税方法を選択する場合は１の各項目を記入し、申告不要を選択した、また

は前年以前に申告不要を選択したことにより、上場株式等に係る譲渡損失の繰越損失額が住民税と所得税で異な

る場合は、２の各項目を記入の上、添付書類と一緒に提出してください。 

 この申告書は、住民税の納税通知書が送達される前までに提出されたものが有効になります。 

 

１ 
所得税で申告した上場株式等に係る配当所得等及び特定株式等譲渡所得の課税方法について、住民

税では次のとおり選択します（該当する項目に☑してください）。 

 □ すべて申告不要（＝申告しないこと）を選択します。 

□ 住民税においては、以下の内訳のとおり申告します。 

    住民税の課税方法 所 得 額 
配当割額控除額・ 

株式等譲渡所得割額控除額 

上場株式等の 

配当所得等 

申告不要 円  

総合課税 円 円 

申告分離課税 ２００，０００円 １０，０００円 

特定株式等 

譲渡所得 

申告不要 円  

申告分離課税 円 円 

 

２ 

住民税で申告不要を選択した、または前年以前に申告不要を選択したことにより、所得税と住民税

で繰越損失額が異なるため、住民税の繰越損失額（本年度から差し引く繰越損失額及び翌年度以降へ

繰り越す損失額）を、次のとおり申告します。 

   
 

上場株式等の配当所得等 本年度から差し引く繰越損失額 円 

上場株式等の譲渡所得等 
本年度から差し引く繰越損失額 円 

翌年度以降に繰り越される損失額 円 

《職員記入欄》 ※以下の欄は記入しないでください。 

  １ 申告選択  □不要 □申告  ◎ 提出資料 □確申控 □計算明細書 □確申付表 □取引報告書等 

  ２ 繰越損失  □あり □なし         □身元確認 □番号確認 □その他（            ） 

 

 
整理番号        － 

第６号の２様式 

【記載例２】 

 上場株式等の配当所得２００，０００円（所得税 １５．３１５％ 住民税 ５％徴収済）

は、総合課税で確定申告をして、住民税は申告分離課税を選択する場合 



（提出先）足立区長                             

    

 令和５ 年度 特別区民税・都民税 

       特定配当等・特定株式等譲渡所得金額申告書     

＜提出年月日 令和６ 年  ３ 月 ２ 日 ＞ 

１月１日現在 

の住所 

足立区 

中央本町１－１７－１ 
電話番号 03-○○○○-○○○○ 

現住所 □上記と同じ 生年月日 昭和５０ 年 ４ 月 １ 日 

フリガナ アダチク ゼイム 

個人番号 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ ０ １ ２  

氏  名 足立区 税務 
  

この申告書は、令和４年分以前の所得税の確定申告において総合課税又は申告分離課税を選択した上場株式等

に係る配当所得等及び特定株式等譲渡所得について、令和５年度以前の特別区民税・都民税（住民税）において

は異なる課税方法を選択する場合に提出するものです。 

確定申告書第二表の「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄に○をしたかたは、住民税にお

いて、「すべて申告不要」を選択したこととなりますので、この申告書を提出する必要はありません。 

 住民税において、所得税と異なる課税方法を選択する場合は１の各項目を記入し、申告不要を選択した、また

は前年以前に申告不要を選択したことにより、上場株式等に係る譲渡損失の繰越損失額が住民税と所得税で異な

る場合は、２の各項目を記入の上、添付書類と一緒に提出してください。 

 この申告書は、住民税の納税通知書が送達される前までに提出されたものが有効になります。 

 

１ 
所得税で申告した上場株式等に係る配当所得等及び特定株式等譲渡所得の課税方法について、住民

税では次のとおり選択します（該当する項目に☑してください）。 

 □ すべて申告不要（＝申告しないこと）を選択します。 

□ 住民税においては、以下の内訳のとおり申告します。 

    住民税の課税方法 所 得 額 
配当割額控除額・ 

株式等譲渡所得割額控除額 

上場株式等の 

配当所得等 

申告不要 円  

総合課税 円 円 

申告分離課税 円 円 

特定株式等 

譲渡所得 

申告不要 円  

申告分離課税 円 円 

 

２ 

住民税で申告不要を選択した、または前年以前に申告不要を選択したことにより、所得税と住民税

で繰越損失額が異なるため、住民税の繰越損失額（本年度から差し引く繰越損失額及び翌年度以降へ

繰り越す損失額）を、次のとおり申告します。 

   
 

上場株式等の配当所得等 本年度から差し引く繰越損失額 ０ 円 

上場株式等の譲渡所得等 
本年度から差し引く繰越損失額 ０ 円 

翌年度以降に繰り越される損失額 ５００，０００ 円 

《職員記入欄》 ※以下の欄は記入しないでください。 

  １ 申告選択  □不要 □申告  ◎ 提出資料 □確申控 □計算明細書 □確申付表 □取引報告書等 

  ２ 繰越損失  □あり □なし         □身元確認 □番号確認 □その他（            ） 

 

 
整理番号        － 

第６号の２様式 

【記載例３】 

 上場株式等の配当所得２００，０００円（所得税 １５．３１５％ 住民税 

５％徴収済）を所得税では分離課税で申告し、住民税では申告不要を選択した場

合（確定申告書２表で〇した場合も含む）の繰越損失額を翌年へ繰り越す場合 

例：前年からの繰越損失額 ５００，０００円 

 住民税 所得税 

本年から差し引く繰越損失額 

（上場株式等の配当所得等） 
０ ２００，０００ 

本年から差し引く繰越損失額 

（上場株式等の譲渡所得等） 
０ ０ 

翌年度以降に繰り越される損失額 ５００，０００ ３００，０００ 

 

 

 

 


